
 平成30年（2018年）３月８日 

国民保護協議会 資料 ４ 

平成 30 年度における組織改正について 

 

   災害等の緊急事態に対し、迅速な意思決定、庁内外への情報伝達等の対応

力を強化するため、平成 30 年度に以下のとおり組織改正を行います。 

 

組織改正前 組織改正後 

市民安全部    危機管理課 

(廃 止) 

         地域安全課 

 

 

(危機管理課、地域安全課が市長室へ移管され、

市民安全部は廃止) 

市 長 室    秘書課 

         広報課 

危機管理課 

         地域安全課 

 

(総務部から秘書課、政策推進部から広報課が

それぞれ市長室に移管) 

 


